
　総合体育館は、昨年８月から耐震補強工事により休館していましたが、この度工事が終了し、４月から利
用を再開します。
　総合体育館の窓口業務は、先行して３月23日㈪に再開の予定です。それに伴い、陸上競技場及び愛里巣での
受付業務は終了となります。
　利用者の皆さんには長期間にわたりご迷惑をおかけしましたが、今後とも総合体育館のご利用をお待ちし
ています。
問い合わせ／スポーツ健康課（内線2668)・３月22日㈰まで＝陸上競技場（☎541- 7700・火曜日休場)・３月23
日㈪以降＝総合体育館（☎543-0101・火曜日休館）

　平成24年10月から行われていた渋井橋架替え
工事が完了し、３月25日㈬の13時に新たな渋井
橋が開通します。開通により、鴻巣・川里地域
間の幹線道路として円滑な交通と地域間交流の
向上が期待されます。また、開通に併せて、渋
井橋に接続する市道についても車道２車線分の
幅員が確保されたほか、歩道が設けられており
安全な道路として生まれ変わります。
　なお、架替え工事に伴い迂回しているコミュ
ニティバス「フラワー号」の運行経路は、３月26
日㈭の始発便より国道17号熊谷バイパスから渋
井橋を通行する工事前のルートに戻ります。
問い合わせ／道路課計画担当（内線72405）

地域を結ぶ幹線道路
渋井橋が３月25日㈬13時に開通

総合体育館の利用を再開
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「ひなちゃん」と「マイナちゃん」の
社会保障・税番号（マイナンバー）制度
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　このコーナーでは、今年の10月から始まる社会保
障・税番号（マイナンバー）制度について、ひなちゃ
んのさまざまな疑問にマイナちゃんが答えます。ひ
なちゃんと一緒に社会保障・税番号制度について学
びましょう！
問い合わせ／社会保障・税番号制度導入プロジェクト
（内線2297）

■冠事業の一覧(４月から９月までに開催予定のもの）

とき イベント名等 ところ

4 月 4・5 日
（土・日） さくらまつり

鴻巣公園、鎌
塚イベント広
場、あかぎ公
園　他

4月 18・19日
（土・日）

花のオアシスフェ
ア～チューリップ
まつり～

花のオアシス

4月～平成28年
3月 市民スポーツ大会 市内体育施設

5月16日㈯～24
日㈰ こうのす花まつり 鴻巣市役所周

辺　他

6月 13・14日
（土・日）

常光公民館・児童
センターまつり 常光公民館

7月11日㈯～13
日㈪ 鴻巣夏まつり 中山道（加美

～人形）

7月 18・19日
（土・日） 吹上夏まつり 吹上神社前と

中山道の一部

7月21日㈫～27
日㈪

鴻巣市所蔵須田剋
太「犬養木堂」挿絵
原画展

吹上生涯学習
センター

※10月から３月に開催予定の冠事業については、広報９月
号で改めてご案内します
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教えて！

　通知カードって何？個人番号カードと何が違うの？Q

マイナンバーは希望すれば自由に変更することができるの？Q

｢通知カード」は、マイナンバーが交付される国民全員にマイナンバーを通知するため、
10月以降に地方公共団体システム機構より送付される紙のカードです。これに対して、

「個人番号カード」は、希望者の申請（通知カードと同封予定の申請書に写真を添付）により
平成28年１月から交付されるもので、情報をカード内に電子的に記録できます。また、本
人の顔写真が付いているため、本人確認書類として使用することができます。

A

原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。ただし、マイナンバーが漏
えいして不正利用のおそれがある場合に限り、本人からの申請又は市町村長の職権に

より変更することができます。
A

国のマイナンバーコールセンター
（☎ 0570 ‒ 20 ‒ 0178）
※受付時間は、９時30分～17時30分（土・
日・祝日及び年末年始を除く）

番号制度全般に関する問い合わせ
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